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4 ※合併協議会だよりは環境保護のため再生紙を使用しています。

各小委員会の審議状況

は、小委員会において意見集約され、７月12日の合併協議会で承認された協議項目

は、小委員会において意見集約された協議項目

１　一部事務組合の取扱いに関すること。
２　町村内の町名・字名の取扱いに関すること。
３　公共的団体等の取扱いに関すること。
４　支所・出先機関の取扱いに関すること。
５　慣行（町村章、憲章等）の取扱いに関すること。
６　行政連絡機構の取扱いに関すること。
７　特別職（各種行政委員会の委員を含む。）及び各種附属機関の
　　委員等の身分の取扱いに関すること。
８　財産、公の施設の取扱いに関すること。
９　消防団の取扱いに関すること。
10　地方税の取扱いに関すること。
11　友好都市、姉妹都市、国際交流の取扱いに関すること。
12　出資団体等の取扱いに関すること。
13　議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること。
14　使用料及び手数料の取扱いに関すること。
15　補助金の取扱いに関すること。
１　農林基盤整備事業の受益者負担の取扱いに関すること。
２　農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること。
３　農林業振興の一体的取扱いに関すること。
４　農林土木事業の取扱いに関すること。
５　商工観光事業（各種イベント等）の取扱いに関すること。
６　商工業・観光振興に関すること。
７　温泉、保養施設の取扱いに関すること。
８　使用料及び手数料の取扱いに関すること。
９　補助金の取扱いに関すること。
１　都市計画の取扱いに関すること。
２　道路・河川・公園等の一体的整備の取扱いに関すること。
３　建設・建築事業の取扱いに関すること。
４　公営住宅の取扱いに関すること。
５　上水道、簡易水道、小規模水道の取扱いに関すること。
６　公共下水道の取扱いに関すること。
７　農業集落排水事業の取扱いに関すること。
８　合併処理浄化槽の取扱いに関すること。
９　使用料及び手数料の取扱いに関すること。
10　補助金の取扱いに関すること
１　戸籍、住民基本台帳、諸証明、窓口業務の取扱いに関すること。
２　国民健康保険の取扱いに関すること。
３　各種年金の取扱いに関すること。
４　介護保険の取扱いに関すること。
５　児童福祉の取扱いに関すること。
６　高齢者福祉の取扱いに関すること。
７　社会福祉の取扱いに関すること。
８　保育事業の取扱いに関すること。
９　社会福祉協議会の取扱いに関すること。
10　廃棄物・し尿処理の取扱いに関すること。
11　使用料及び手数料の取扱いに関すること。
12　補助金の取扱いに関すること。
13　火葬場の取扱いに関すること。
１　学校教育の取扱いに関すること。
２　学校給食の取扱いに関すること。
３　小中学校等の通学区域の取扱いに関すること。
４　生涯学習の取扱いに関すること。
５　育英事業の取扱いに関すること。
６　町単・村単教員の取扱いに関すること。
７　各種スポーツ大会の取扱いに関すること。
８　体育施設の取扱いに関すること。
９　体育指導員の取扱いに関すること。
10　使用料及び手数料の取扱いに関すること。
11　補助金の取扱いに関すること。
12　体育協会の取扱いに関すること。
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　平成13年10月２日（火）、白根桃源

文化会館において、第４回新市将来構想

策定小委員会を開催し、新市将来構想の

原案がまとまりました。（主な内容は、

２～３ページに掲載）

　また、他の小委員会で検討していた

59項目（うち、15項目は第８回合併協

議会で承認済み）に及ぶ合併協議項目に

ついても、全て意見集約されましたので、

今月22日に開催する第９回合併協議会で、

これらの案件について審議を行う予定で

す。
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　夢と希望にあふれ、新しい時代にふさわしい都市づ

くりに向けて、市民、企業、行政相互の協力連携のも

と、一体となった取り組みを通じ、新市建設のための

各種プロジェクトの展開を図ります。　

 ６町村が取り組んできた施策や事業、それぞれの総

合計画を発展的に継承する中で、各地区の個性や特色

を生かした、次のプロジェクトの展開を図ります。

　産業交流パークの整備と情報の受発信基地の確立、

緑の基本計画に基づく住環境整備の推進など。

　健康づくり拠点の整備と特色ある農村環境を生かし

た新たな文化の創造など。

　南アルプスビジターセンター（仮称）と山岳博物館、

広河原周辺の整備など。

　時代にマッチしたニュータウンの整備、世代間の活

発な交流と新たなコミュニティ活動の推進など。

　高等教育機関と生涯学習センター、地域学習拠点の

ネットワーク化と相互連携など。

　先端技術等の研究機関の整備と人材育成、アウトレ

ットモール等の整備など。
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6色の
夢きらめく

　躍動の新文化都市6色の
夢きらめく

　躍動の新文化都市6色の
夢きらめく

　躍動の新文化都市新市将来像

６色の輝き・未来に継ぐ
　　夢と希望の都市づくり

基本理念

人と自然が織りなす
　調和のとれた都市づくり

基本理念

生活者の視点に立った
　　　住みよい都市づくり

基本理念

暮らしと交流の情報発信拠点　～八田

活力あふれるいきいき生活拠点　～白根

南 ア ル プ ス の 観 光 拠 点　～芦安

やすらぎのガーデンタウン　～若草

多彩な創造性を育む学習文化拠点　～櫛形

世 界 に 開 く 広 域 交 流 拠 点　～甲西

１　拠点プロジェクト

２　新市発展プロジェクト

○　６町村の合併により、７万人を超える人口の大き

　な市になることから、合併前の単町村では実施でき

　なかったような大規模事業や一体的な都市づくり、

　新市のさらなる発展に向けた各種プロジェクトの展

　開を図ります。

○　これらの取り組みは、本構想の計画期間（10年間）

　には実現が困難なもの、国や県、周辺市町村、民間

　事業者の協力や支援等が不可欠なものも含まれてい

　ますが、関係機関等の理解を得る中で連携を図ると

　ともに、行政だけでなく、市民や地元企業など、本

　市全体が一丸となって取り組むことにより実現を目

　指します。

軌道系新交通システムの整備導入軌道系新交通システムの整備導入

南アルプス山岳道路等の整備促進南アルプス山岳道路等の整備促進

地域に開かれた大学の誘致地域に開かれた大学の誘致

峡西ブランド（仮称）と
峡西ネット（仮称）の確立
峡西ブランド（仮称）と
峡西ネット（仮称）の確立

中山間地域活性化対策の推進中山間地域活性化対策の推進

新たな防災拠点の整備新たな防災拠点の整備

新市建設プロジェクト
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新市将来構想（原案）の構成

第５章�新市建設プロジェクト

　１　拠点プロジェクト

　２　新市発展プロジェクト

新市の状況

　１　人口

　２　組織機構及び職員数（一般職）

　３　財政状況

　４　合併に伴う効果

第１章�地域の現況

　１　地勢・歴史

　２　人口

　３　産業構造

　４　日常生活圏

　５　公共施設等の状況

第２章�都市づくりの課題

　１　地域の特性

　２　社会潮流への対応

　３　本地域における課題

第３章�新しい都市の将来像

　１　都市づくりの理念

　２　新しい都市づくりの方針

　３　施策体系

第４章�施策の方向

　１　情報と連携の都市づくり

　（１）行財政改革の推進

　（２）地域ネットワークの充実

　（３）市民参加システムの構築

　（４）国際交流・地域間交流の推進

　（５）男女共同参画社会づくりの推進

　（６）安全な環境づくり

　２　にぎわいと活力あふれる都市づくり

　（１）商工業の振興

　（２）農林水産業の振興

　（３）地域資源を生かした観光の振興

　（４）労働環境の整備

　３　うるおいと利便性のある都市づくり

　（１）道路網の整備

　（２）都市空間の整備

　（３）上下水道の整備

　（４）市街地・住環境の整備

　（５）公共交通の整備

　４　快適で心のかよいあう都市づくり

　（１）社会福祉の充実

　（２）健康づくりの推進

　（３）自然環境の保全と活用

　（４）快適生活環境の整備

　（５）窓口サービスの拡充

　５　個性と文化を育む都市づくり

　（１）生涯学習ネットワークの整備充実

　（２）学校教育の充実

　（３）青少年の健全育成

　（４）文化づくりの推進

　（５）スポーツ・レクリエーションの振興
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将来人口の推移

新　市
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Ｈ37年 （注）

　2,000年（Ｈ12）の

数値は国勢調査の速

報値を使用。それ以

前は確定値です。

　人口推計に当たっ

ては、移動率、生存

率、出生率、出生性

比によるコーホート

要因法により推計し

ています。

区　分

（単位：年．人）


